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衆議院改革に係る諸問題については、衆議院議会制度に関する協議会（以下「議会制度協議

会」という。）を中心に検討が進められている。 

議会制度協議会は、第51回国会昭和41年３月10日の議院運営委員会の決定により設置された。

同協議会は、議長の諮問機関として、議院運営委員会の委員長、理事等で構成され、議長及び

副議長出席の下、構成員相互の間で、その時の当面の問題ばかりでなく、議会制度全般の問題

について、時には党派の立場を離れて大所高所の観点から率直な意見の交換を行っている。 

議会制度協議会においては、これまでに、「国会法の改正問題」「議院の運営上の問題」「政治

倫理の問題」「国会の制度改革の問題」等議会制度に関わる各般の問題について幅広く協議され

ている。 

 

 

 

 

衆議院選挙制度に関する協議会は、第216回国会において、衆議院議院運営委員会の議決（令

和６年12月19日）に基づき、衆議院議長の下に設置された。 

同協議会は、各会派を代表する議員13人の協議員によって構成され、衆議院の選挙制度につ

いて、人口減少や地域間格差が拡大している現状を踏まえつつ、立法府の在り方を含め、議員

定数や地域の実情を反映した選挙区割りの在り方等に関し、抜本的な検討を行い、令和７年の

国勢調査の結果が判明する時点を目途に具体的な結論を得るよう努力するものとされている。 

第217回国会の令和７年１月29日に第１回協議会が開かれ、以後、令和７年は合計10回の協議

会が開催された。 

 

（参考） 

「衆議院選挙制度に関する協議会」設置要綱 

 

１ 名称及び目的 

  衆議院の選挙制度について、人口減少や地域間格差が拡大している現状を踏まえつつ、立

法府の在り方を含め、議員定数や地域の実情を反映した選挙区割りの在り方等に関し、国会

において抜本的な検討を行うため、衆議院議長（以下「議長」という。）の下に衆議院選挙制

度に関する協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

 

２ 構成 

（１） 協議会は、各会派を代表する議員13人の協議員によって構成する。 

（２） 前項の協議員の各会派の割当は次のとおりとする。 

衆議院議会制度に関する協議会 １ 

衆議院選挙制度に関する協議会 ２ 
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     自民３人、立憲２人、維新１人、国民１人、公明１人、れ新１人、 

     共産１人、有志１人、参政１人、保守１人 

（３） 協議会の座長は、協議員の中から議長が指名する。 

 

３ 運営 

（１） 協議会の検討の対象は、衆議院の選挙制度に関する次の事項とする。 

  ① 衆議院倫理選挙特別委員会の附帯決議（令和４年11月８日）の検討事項 

  ② 与野党６党の国対委員長会談の要請を受けて設置された「衆議院選挙制度協議会」の

報告書（令和５年12月）において整理された事項 

  ③ 協議会が必要と認める事項 

（２） 議長、副議長及び議院運営委員長は、随時、協議会に出席し、発言することができる。 

（３） 協議会は、学識経験者その他必要と認める者の意見を聴取することができる。 

（４） 協議会は、（１）①の附帯決議を踏まえ、令和７年の国勢調査の結果が判明する時点を

目途に具体的な結論を得るよう努力するものとする。 

（５） 協議会の運営については、この要綱に定めるもののほか、国会法及び衆議院規則によ

る委員会運営に準拠するものとする。 

（６） 協議会の事務は、衆議院事務局が掌る。 

 

「衆議院選挙制度に関する協議会」協議員名簿（令和７年１月27日） 

座長  沢 一 郎君（自民） 

   石 田 真 敏君（自民） 

   大 野 敬太郎君（自民） 

   奥 野 総一郎君（立憲） 

   源 馬 謙太郎君（立憲） 

   金 村 龍 那君（維新） 

   古 川 元 久君（国民） 

   福 重 隆 浩君（公明） 

   高 井 崇 志君（れ新） 

   田 村 貴 昭君（共産） 

   福 島 伸 享君（有志） 

   鈴 木   敦君（参政） 

   河 村 たかし君（保守） 

 




